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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社では、コーポレート・ガバナンスの目的について、株主、取引先、従業員、更には利用者、地域社会などのステークホルダーとの信頼と期待に
応え、企業価値を高めるべく、経営の効率化を図るとともに健全性・透明性を確保することにあると考えております。かかる目的を達するために
は、役員の選任、報酬の決定、経営の監視、コンプライアンスの実施等により、経営に対する監督並びに監査等が実効的に行われることが肝要で
あり、当社は、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることについて、経営上の最重要課題の一つと位置づけております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【取締役会全体の実効性に関する分析や評価】 （コード４－11(3)）

当社は、年１回すべての取締役に対し、取締役会全体の実効性に関する記名式のアンケートを実施し、その結果につき評価・分析を行うこととして
おります。

なお、当該アンケート及びその結果の評価・分析を2019年から実施することとしておりますため、実施後その結果の概要を開示する予定でありま
す。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【資本政策】 （コード １－３）

当社は、株主価値を中長期的に高めるために持続的な成長が必要と考え、リスク許容できる株主資本の水準を保持しつつ成長投資を行うことを
基本とし、売上高及び営業利益を最も重要な経営指標ととらえ、その拡大を図ることで株主価値向上に努めております。

剰余金の配当に関しては、内部留保とのバランスを保ちながら、安定性の高い収益の増加に連動した配当の実施を基本方針としております。

なお、当社は、大規模な希薄化をもたらす新株発行等の実施に際して、既存株主の利益を不当に毀損することのないよう、取締役会においてその
必要性・合理性を検討するとともに、株主に対し十分な説明を行うものとします。

【政策保有株式】 （コード１－４）

（１）政策保有に関する方針

当社は、中長期的な視点で保有することが当社グループの企業価値向上に資すると判断される企業の株式について、政策的に保有することを適
宜検討していく方針であります。

（２）政策保有株式にかかる検証の内容

当社は、定期的及び適宜に、株式保有先企業との面談、調査等のモニタリングを実施するとともに、当社グループの企業価値向上に引き続き資
するものであるか否か、資本コストに見合っているか等の観点に基づき、取締役会において個別銘柄ごとに検証を行い、継続的な保有が不適切
であると判断された場合には売却を行い、縮減を図ることとしております。

（３）政策保有株式にかかる議決権行使基準

また、政策株式保有の議決権の行使内容については、上記観点に加え、中長期的な企業価値の増大に繋がる適切な意思決定を行っているか、
また当該議案が当社グループの企業価値を損なうものであるか等の観点により、適切と判断できる内容にて議決権行使内容を决定いたします。

【関連当事者間取引】 （コード１－７）

当社は、取締役又はその近親者等の関連当事者と利益相反取引を行うに当たっては、当社及び株主共同の利益を害することのないよう、監査等
委員会及び取締役会における事前の承認及び事後報告を行っております。また、主要株主等との取引についても同様の手続を要することとして
います。

【企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】（コード２－６）

当社は、従業員の福利厚生の一環として、確定拠出年金制度を導入しております。

積立金の運用は、従業員自ら行うことから、当社が当該運用に関与するものではありませんが、従業員に対して、資産運用に関する教育研修を
行うなど、従業員の安定的な資産形成に資する取り組みを行っております。

【会社の目指すところや経営戦略・経営計画】 （コード３－１（ｉ））

当社は、「世界中の人々をワクワクさせたい、そのためにはサービスの作り手である私達がワクワクしなければその想いは伝わらない」という考え
のもと、「世界と自分をワクワクさせろ」をコーポレートビジョンとして掲げ、モバイルオンラインゲームを中心としたサービスを展開しております。

当社の中長期方針を含めた経営戦略及び経営計画については、適宜、株主総会や半期ごとの決算発表会等で開示を行っております。詳しくは当
社IRページ（http://www.klab.com/jp/ir/）をご覧ください。

【コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方】 （コード３－１（ii））



当社では、コーポレート・ガバナンスの目的について、株主、取引先、従業員、更には利用者、地域社会などのステークホルダーとの信頼と期待に
応え、企業価値を高めるべく、経営の効率化を図るとともに健全性・透明性を確保することにあると考えております。かかる目的を達するために
は、役員の選任、報酬の決定、経営の監視、コンプライアンスの実施等により、経営に対する監督並びに監査等が実効的に行われることが肝要で
あり、当社は、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることについて、経営上の最重要課題の一つと位置づけております。

【取締役の報酬、選任及び指名 】

＜経営陣幹部・取締役の報酬＞（コード３－１（iii））

当社の監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬等については、企業業績と企業価値の継続的な向上を目的として、各取締
役の職責及び貢献に見合った報酬体系としております。

監査等委員でない取締役の報酬等は、会社業績に連動することを方針のひとつとし、社外取締役全員が構成員となる指名報酬委員会に諮問のう
え決定することとしております。

監査等委員である取締役の報酬等は、その職務の独立性という観点から、業績連動を伴わない固定報酬とし、監査等委員会において協議のうえ
決定することとしております。

なお、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で承認された報酬等の総額の範囲内に設定し、運用するこ
ととしております。

＜経営陣幹部・取締役の選解任・指名＞（コード３－１（iv））

当社は、取締役を指名する過程において、取締役会の諮問機関として取締役社長及び社外取締役全員を構成員とする指名報酬委員会を設置し
ております。これは、監査等委員会に監査等委員でない取締役の選解任について、株主総会での意見陳述権（会社法第342条の２第４項）が与え
られていることに鑑み、業務執行者に対する監督機能の強化を図るものであります。

＜経営陣幹部・取締役の個々の選解任・指名理由＞（コード３－１（v））

取締役候補者の選解任・指名理由につきましては、株主総会招集ご通知に記載のとおりであります。

【経営陣に対する委任の範囲】（コード４－１(1)）

当社は、定款の定めに基づき、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任できるようにするとともに、社内規程に基づき、金額規模・
経営戦略上の重要性等に鑑みて執行役員その他の役職者に適切な範囲で権限委任をすることによって、業務の柔軟かつ迅速な執行を確保する
仕組みとしております。

一方で、取締役による重要な業務執行の決定を行うに際しては、予め社内会議体等で審議を要する仕組みとするなど、適切かつ客観的な牽制が
機能する仕組みとしております。

【社外取締役の独立性】（コード４－９）

他の取締役及び当社と特段の利害関係を有せず、独立した立場であり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと等、会社法及び東京証
券取引所が定める独立性基準を、当社の独立性判断基準として定めております。

【取締役の多様性】 （コード４－11(1)）

取締役会は、その時々の経営戦略、経営計画に合わせて適切な人数バランスで構成されます。取締役として豊富な知識・経験と高度な能力を有
する人材を各分野からバランス良く選任することで、中長期的な企業価値向上を目指しております。

【取締役の重要な兼職】 （コード４－11(2) ）

当社は、取締役の兼任状況について随時報告を受け、当社の取締役としての役割、責務を十分に果たすことができる旨を確認しております。重要
な他社の兼任状況は、株主総会招集通知及び有価証券報告書で開示を行っております。

【取締役の当社への理解促進のための方策】 （コード４－14(2)）

当社では取締役に対して、就任時に当社の事業を取り巻く市場環境や課題認識、今後の経営戦略に関する説明を行い、当社の理解促進に努め
ております。また就任後も取締役会及び面談等により事業や会社の状況については随時共有を行っております。

【株主との建設的な対話】 （コード５－１）

当社は、国内外の投資家に対応可能なIR専門部署を設置し、取材や問い合わせに応じております。

証券アナリストや機関投資家向けには、半期毎の決算説明会の開催及びIR専門部署が窓口となる訪問や電話会議による個別ミーティングを実施
しているほか、適宜海外投資家訪問を実施しております。また個人投資家向けには当社IRサイトにFAQページ及び問い合わせ窓口を設けている
ほか、当社への理解がより深まるような株主イベントを開催しております。

これらのIR活動を通じて把握した意見や要望等は、適宜社内共有しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

真田哲弥 4,070,200 10.83

株式会社ＳＢＩ証券 1,074,200 2.86

ＣＨＡＳＥ ＭＡＮＨＡＴＴＡＮ ＢＡＮＫ ＧＴＳ ＣＬＩＥＮＴＳ ＡＣＣＯＵＮＴ ＥＳＣＲＯＷ 799,122 2.12

楽天証券株式会社 687,700 1.83

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 681,500 1.81

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 643,900 1.71

大和証券株式会社 546,900 1.45

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 533,100 1.41

ＢＮＹＭ ＳＡ／ＮＶ ＦＯＲ ＢＮＹＭ ＦＯＲ ＢＮＹＭ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＴＳ Ｍ ＩＬＭ ＦＥ 532,995 1.41

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口１） 531,000 1.41



支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 12 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

井上　昌治 弁護士

松本　浩介 他の会社の出身者

吉川　友貞 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

井上　昌治 ○ ○ －

当社の社外監査役を７年11ヶ月務めた後、当
社監査等委員である取締役を２年務めた他、
弁護士としての専門的見地及び当社と関係の
深いIT業界に関する知識と企業活動に関する
豊富な見識を有していることから、選任しており
ます。

また、独立性の基準及び開示加重要件への該
当がなく、一般株主と利益相反を生じるおそれ
がないものと判断し、独立役員に指定しており
ます。



松本　浩介 ○ ○ －

当社監査等委員である取締役として２年務め
た他、長年インターネット企業の管理部門の要
職を歴任し、当該企業の上場に尽力した幅広
い知識と豊富な経験を有しており、その深い知
見に基づく助言、牽制を期待し、選任しておりま
す。

また、独立性の基準及び開示加重要件への該
当がなく、一般株主と利益相反を生じるおそれ
がないものと判断し、独立役員に指定しており
ます。

吉川　友貞 ○ ○ －

第18回定時株主総会において当社監査等委
員である取締役として選任された他、長年イン
ターネット企業及び製薬会社の管理部門の要
職を歴任し、当該企業の上場に尽力した幅広
い知識と豊富な経験を有しており、その深い知
見に基づく助言、牽制を期待し、選任しておりま
す。

また、独立性の基準及び開示加重要件への該
当がなく、一般株主と利益相反を生じるおそれ
がないものと判断し、独立役員に指定しており
ます。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 0 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会を補助する部門として、監査等委員会事務局を設置しております。

人員は他の部門と兼任しておりますが、当該使用人の監査等委員の職務の補助における指揮命令権は監査等委員が有するものとし、当該使用
人の監査等委員でない取締役からの独立性を確保するものとします。

また、当該使用人の任命、異動、評価、懲戒、賃金等の改定に関しては、監査等委員会の意見を尊重したうえで行うものとします。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人は、定期的に会合を開催して監査に必要な情報を共有し、監査機能の有効性・効率性を高めるた
め、相互の連携の強化に努めております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 4 0 1 3 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 4 0 1 3 0 0
社内取
締役

補足説明



当社は、取締役の指名及び報酬を決定する過程において、取締役会の諮問機関として取締役社長及び社外取締役全員を構成員とする指名報酬
委員会を設置しております。

これは、監査等委員会に監査等委員以外の取締役の選解任・報酬等について、株主総会での意見陳述権（会社法第342条の２第４項、同第361
条第６項）が与えられていることに鑑み、業務執行者に対する監督機能の強化を図るものであります。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員をすべて独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

　取締役(監査等委員である取締役を除く)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を

進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、従業員

該当項目に関する補足説明

該当事項なし

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

該当事項なし

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬等については、企業業績と企業価値の継続的な向上を目的として、各取締
役の職責及び貢献に見合った報酬体系としております。

監査等委員でない取締役の報酬等は、会社業績に連動することを方針のひとつとし、社外取締役全員が構成員となる指名報酬委員会に諮問のう
え決定することとしております。

監査等委員である取締役の報酬等は、その職務の独立性という観点から、業績連動を伴わない固定報酬とし、監査等委員会において協議のうえ
決定することとしております。

なお、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で承認された報酬等の総額の範囲内に設定し、運用するこ
ととしております。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役との窓口は、経営企画グループが担当し、各種のサポートを行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査等委員会設置会社であります。合わせて代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、経営に対す
る監督の強化を図るとともに、執行役員制度を導入して、経営の効率化・迅速化を図っております。

（１）　取締役及び取締役会

当社の取締役会は取締役（監査等委員であるものを除く。）４名、監査等委員である取締役３名の計７名で構成され、毎月１回開催される定時取締
役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、決議事項及び経営方針等の意思決定を行い、重要な業務執行の一部を委任した取締役（監
査等委員であるものを除く。）の業務執行状況並びに執行役員の選任及び業務執行状況について監督を行っております。



（２）　経営会議

当社では、毎週１回、原則として常勤取締役、執行役員及び部門長が出席する経営会議を開催しております。経営会議では、取締役会からの委
嘱事項及び経営上の重要な事項に関する審議を行っており、取締役会への付議議案についての意思決定プロセスの明確化及び透明性の確保を
図っております。

（３）　執行役員制度

当社では権限委譲による意思決定の迅速化を図り、経営の効率性を高めるため執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役会及び
経営会議で決定した方針のもと、与えられた権限の範囲内で担当業務の意思決定及び業務執行を行っております。

（４）　監査等委員会

当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役３名で構成され、全員が社外取締役であります。監査等委員である取締役は、取締役会その
他社内会議に出席し、取締役の職務執行について適宜意見を述べております。監査等委員である取締役は、監査計画に基づき監査を実施し監
査等委員会を定期的に開催する他、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。法令、定款及び当社監査等委員会規程に基づき重要
事項の決議及び業務の進捗報告等を行っております。また内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報
の共有化を図っております。

（５）　指名報酬委員会

当社は、取締役の指名及び報酬を決定する過程において、取締役会の諮問機関として取締役社長及び社外取締役全員を構成員とする指名報酬
委員会を設置しております。これは、監査等委員会に監査等委員以外の取締役の選解任・報酬等について、株主総会での意見陳述権（会社法第
342条の２第４項、同第361条第６項）が与えられていることに鑑み、業務執行者に対する監督機能の強化を図るものであります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

取締役会における議決権を有する監査等委員である取締役により取締役会の監督機能を一層強化するとともに、重要な業務執行の決定の全部
又は一部を取締役へ委任することにより、迅速な意思決定を実現することを目的として、当社は監査等委員会設置会社の体制を選択しておりま
す。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
招集ご通知につきましては、早期開示に努めております。2018年３月開催の第18回定時
株主総会招集ご通知につきましては、法定期日の３日間前に発送しております。

電磁的方法による議決権の行使
インターネットによる議決権行使を可能とすることにより、株主の利便性を高め、議決権行
使比率が向上するよう電磁的方法による議決権の行使を採用しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

当社は、第18回定時株主総会より、株式会社ＩＣＪが運営する「機関投資家向け議決権電
子行使プラットフォーム」に参加しております

招集通知（要約）の英文での提供
英語版招集ご通知（要約）を当社ホームページ及び株式会社ＩＣＪが運営する「機関投資
家向け議決権電子行使プラットフォーム」に掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

半期ごとにアナリスト、機関投資家向けの決算説明会を開催し、当社に対する
認知度の向上及び企業価値向上を図ってまいります。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社のホームページ上にIR情報のコンテンツを設け、適時開示資料、決算説
明会情報等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 IR専門部署を設け、IR活動を行っております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、ユーザー、株主、従業員等、当社のステークホルダーに対して、適時適切に会社
情報を提供することが重要であると認識しております。そのため、会社ホームページ及び適
宜開催の会社説明会を通じて情報提供を行っております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のように業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システム
の基本方針を定めております。この方針は、2006年５月17日に取締役会にて制定し、その後2008年９月17日、2009年８月19日、2010年８月31日、
2015年６月24日及び2016年３月26日開催の取締役会においてその一部を改定し、システム充実に向けた取り組みを進めております。

（１）　当社取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ）コンプライアンス規程その他の社内規程に基づき、法令等遵守の意識のもと適正な業務執行が行われるべく、教育及び啓発を行い、その執行
を徹底及び監督し、問題があった場合には就業規則等に則り適正に処分する。

ロ）内部通報規程その他の社内規程に基づき、業務執行に係るコンプライアンス違反及びそのおそれに関して通報及び相談を受け付けるための
内部通報制度を適正に運用する。

ハ）業務執行に関する法令及び定款への適合性に関しては、内部監査、監査等委員会監査、会計監査人監査等の実施により確認する。その結
果は、被監査部門にフィードバックされるとともに、取締役会及び監査等委員会に報告する。また、必要かつ適正な是正処置を行うものとする。

ニ）業務執行の適正を確保するために、反社会的勢力及び団体からの不当な要求には民事及び刑事の両面から法的対応を行うとともに、反社会
的勢力及び団体への資金提供は絶対に行わない。

（２）　当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役及び執行役員の職務執行に係る取締役会及び経営会議等の重要会議体（以下、「重要会議体等」という。）の議事録等の情報は、法令
及び社内規程に基づき文書（電磁的媒体によるものも含む）によって適正に作成、保存及び管理し、保存期間中は必要に応じて取締役、会計監
査人等が閲覧、謄写可能な状態とする。必要に応じ運用状況の検証、社内規程等の見直しを行い、運用状況等について定期的に取締役会に対
し報告を行う。

（３）　当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ）事業上のリスク管理に関する基本方針や体制を定めた規程を策定し、当該規程に基づくリスク管理体制を構築、運用する。

ロ）事業上のリスクとして、コンプライアンスリスク、情報システムリスク、信用リスク等を認識し、個々のリスクに対応する社内規程及びマニュアル
の整備、見直しを行う。

ハ）事業活動上の重大な事態が発生した場合には、対策本部を設置し迅速な対応を行い、被害及び損失の拡大を防止し、これを最小限にとどめ
るための体制を整備する。

ニ）内部監査規程に基づき、計画的な内部監査を実施し、法令又は定款の違反その他の事由に基づき損失の危険のある事項が発見された場合
には、取締役社長に適切に報告を行うとともに、当該事項の是正措置の実施状況に関してフォローアップを行う。

ホ）社会の秩序や安全、企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して、ステークホルダーの信頼を損なうことのないよう、毅
然とした姿勢をもって臨み、反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断する。反社会的勢力及び団体の不当な要求から取締役、使用人その
他関係者の安全を確保するとともに、反社会的勢力及び団体による被害の防止のための措置を行う。

（４）　当社取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ）取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員に権限委譲を行い、事業運営に関する迅速な意思決定及び適切な業務
執行の監督を行う。取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び執行役員は、取締役会で定める業務担当事項に基づき、機動的かつ効率的な
業務執行を行う。

ロ）取締役社長、常勤取締役及び執行役員により構成される経営会議において、会社経営と業務執行に関する重要事項を審議し、経営機能の強
化に努める。

ハ）業務執行に関する責任者及びその責任範囲、執行手続きの詳細については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規則に
定めるところによる。

（５）　当社及び子会社から成る企業集団（以下、「当社グループ」という。）における業務の適正を確保するための体制

　当社は、関係会社管理規程に基づき、主要な子会社及び主要な関係会社に対する適切な経営管理を行うとともに、必要に応じて指導、支援及
びモニタリングを行う。

イ）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の親会社への報告に関する体制

　子会社における重要事項については、関係会社管理規程に基づき、予め当社の承認を得る。また、関係会社管理規程に基づき、重要事項その
他の職務執行状況は、適宜、取締役会、重要会議体等へ報告する。

ロ）子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社は、子会社の事業を取り巻く様々なリスクの顕在化の未然防止又は最小化のために、適切な会議等を必要に応じ開催し、リスクの把握及び
適切な対策を講じる。

ハ）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　当社は、子会社の機関設計及び業務執行体制につき、子会社の事業、規模、当社グループ内における位置付け等を勘案の上、定期的に見直
し、効率的にその業務が執行される体制が構築されるよう、監督する。

ニ）子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　コンプライアンス規程その他の社内規程に基づき、子会社における業務活動が法令等遵守の意識のもと行われる体制とする。

（６）　財務報告の信頼性を確保するための体制

イ）当社は、透明で公正な経営姿勢を貫き、信頼性のある財務報告を作成するために、財務報告に係る内部統制が有効に機能するための体制の
構築、整備及び運用を行う。

ロ）財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進するとともに、財務報告に係る社内規程の適切な整備及
び運用を行う。

ハ）財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続的に監視・評価し、不備があれば必要な改善・是正を行うとともに、
関係法令との適合性を確保する。

（７）　

イ）監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人（補助使用人）に関する事項並びに監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び補助
使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項及び当該取締役及び補助使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性
に関する事項

(1) 監査等委員会が必要とした場合、取締役会は、監査等委員会と協議のうえ、監査等委員会の職務を補助する使用人を合理的な範囲で配置す



るものとする。

(2) 当該使用人の任命、異動、評価、懲戒、賃金等の改定に関しては、監査等委員会の意見を尊重した上で行うものとする。また、当該使用人の

監査等委員会の職務の補助における指揮命令権は、監査等委員会が有するものとし、当該使用人の監査等委員でない取締役からの独立性を確
保するものとする。

ロ）取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

(1) 監査等委員でない取締役及び執行役員その他の使用人は、法令若しくは定款の違反行為、不正行為、その他当社の業務又は業績に影響を

与える重要な事実に関して、これを発見したときは、監査等委員会に都度報告する。なお、監査等委員会は、いつでも必要に応じて監査等委員で
ない取締役及び執行役員その他の使用人に対して報告を求めることができる。

(2) 内部監査及び内部通報制度の運用状況及び結果に関しては、内部監査担当部門は、監査等委員会に対して報告を行う。

ハ）子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制

(1) 子会社の取締役及び使用人は、法令及び規程に定められた事項のほか、子会社の監査役から報告を求められた事項について速やかに子会

社の監査役及び監査等委員会に報告するとともに、当社の関係会社管理部門に報告する。

(2) 当社の関係会社管理部門は、子会社の取締役又は使用人から法令及び規程に定められた事項のほか、子会社の監査役から報告を求められ

た事項について報告を受けた場合には、速やかに監査等委員会にその内容を報告する。

ニ）前２号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

　内部通報規程に基づき、当社グループは、監査等委員会への報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理
由として不利な取扱いを行うことを禁止するとともに、その旨を当社及び当社グループの取締役及び使用人に周知徹底する。

ホ）監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理にか
かる方針に関する事項

　当社は、監査等委員が職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等
が監査等委員の職務の執行について生じたものではないことを証明できる場合を除き、これに応じる。

ヘ）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査等委員会は、会計監査人、内部監査担当部門、子会社の監査役等と情報交換に努め、連携して当社及び子会社の監査の実効性を確保

するものとする。

(2) 監査等委員は、重要会議等に出席し意見を述べることができるとともに、その議事録を閲覧、謄写することができる。

(3) 取締役社長と監査等委員会との定期的な会議を開催し、意見及び情報の交換を行える体制とする。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、内部統制システムの基本方針の中で、以下の取り組みを進めております　（以下抜粋）

（１）　当社取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ニ）業務執行の適正を確保するために、反社会的勢力及び団体からの不当な要求には民事及び刑事の両面から法的対応を行うとともに、反社会
的勢力及び団体への資金提供は絶対に行わない。

（３）　当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ホ）社会の秩序や安全、企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して、ステークホルダーの信頼を損なうことのないよう、毅
然とした姿勢をもって臨み、反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断する。反社会的勢力及び団体の不当な要求から取締役、使用人その
他関係者の安全を確保するとともに、反社会的勢力及び団体による被害の防止のための措置を行う。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



【適時開示体制の概要（模式図）】

１．決定事実に関する情報の適時開示業務フロー

３．決算に関する情報の適時開示業務フロー

２．発生事実に関する情報の適時開示業務フロー

取締役会

【模式図（参考資料）】
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